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はじめに 

 

本県の高齢者人口は、令和５年４月現在約２５万人で、高齢化率は31.3％と全国よ

り2.2ポイント高い。団塊ジュニア世代（昭和４６～４９年生まれ）が６５歳以上となり、

高齢者人口がピークに近づくとされる令和２２年（２０４０年）には約２６万６千人に増加

すると見込まれ、高齢化が進行していくことが推測されます。このため、県では、高齢

者になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医療・介護・

介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を

目指しています。 

平成２６年６月の介護保険法の改正により、高齢者が、地域の中で生きがいや役割

を持って生活できるような居場所づくりやリハビリテーション専門職の更なる活用を

通じて、介護予防の充実強化を図ることを目的とした見直しが行われました。その中

で新たに設けられた地域リハビリテーション活動支援事業により、地域ケア会議、住

民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進することとされま

した。 

県では、令和３年度に、地域リハビリテーション体制を見直し、県リハビリテーション

支援センターとの連携の下で、各市町村が協力医療機関を確保し、市町村事業や住

民からの相談にリハビリテーション専門職が関与する体制の整備を行って参りました。 

リハビリテーション専門職は、心身機能回復訓練などの高齢者本人のアプローチだ

けではなく、生活環境の調整、地域の中に生きがい・役割づくり、居場所と出番づくり

など、高齢者本人を取り巻く環境も含めたアプローチを行うことができ、高齢者の方

が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることを支援することが

できる職種です。今後、高齢化の進展とともに、現役世代が減少することが見込まれ

ています。そのような中で、本人の力や住民相互の力も引き出し、介護予防や日常生

活支援を進めていくこと、すなわち「地域づくり」を進めるためにもリハビリテーション

専門職の活用が必要となってきます。 

今回、市町村における介護予防の推進、自立支援の強化を図るため、「地域包括ケ

アシステム構築に向けたリハビリテーション専門職の活用手引書」を作成しました。市

町村の関係者およびリハビリテーション専門職の皆様に、この手引書を活用していた

だき、地域包括ケアシステムの構築に繋げていただくことを期待いたします。 

結びになりますが、手引書の作成にあたり、ご協力いただきました、委員の皆様およ

び執筆者の皆様に対し、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

 

 令和６年３月 

 山梨県福祉保健部健康長寿推進課  

 課長 清野浩  
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